
 

 

矯正施設見学会 開催要項 

 

１ 目 的 

刑務所などの矯正施設入所者の中には、福祉の支援を必要とする高齢者又は障害

者が数多くいることが広く知られるようになってきました。しかしながら、矯正施

設入所者とはどのような人で、施設内でどのような生活をしているのか、私たちが

矯正施設内の実情を知ることは容易ではありません。 

この見学会では、こうした矯正施設入所者を取り巻く環境や処遇を知るとともに、

矯正施設を実際に見学し、福祉の支援を必要とする高齢者又は障害者への福祉支援

施策についての理解を深めることを目的に実施します。 

 

２ 主 催 

社会福祉法人山口県社会福祉協議会 

 

３ 共 催 

  美祢社会復帰促進センター、山口保護観察所 

 

４ 見学場所・日時 

  美祢社会復帰促進センター （〒750-0698 美祢市豊田前町麻生下１０番地） 

令和７年１０月３日（金）午後１時３０分から午後４時１０分まで 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 定 員 

  ２５人 

 

６ 参加対象 

山口県内で社会福祉に携わる者であり、現に矯正施設退所者の支援を行っている

者、若しくは今後矯正施設退所者の支援を行う可能性ある者 

 

＜美祢社会復帰促進センターの紹介＞ 

 ２００７年４月に我が国初めての官民協働による刑務所として発足しました。 

収容対象者は、犯罪傾向の進んでいない男女となり、全国から対象者を収容してい

ます。２０２５年から民間委託事業が第二期目に入り、「公共サービス改革法」に

よって運営をしています。 

 当センターは、コンクリート塀や鉄格子をもうけていないなど一般社会に近い 

生活環境となるように配慮しています。また、改善指導や職業訓練については、 

民間事業者のアイデアやノウハウを活用しながら、官民双方の持ち味を活かし、 

より良い矯正処遇の形を目指しています。 



 

７ 内容 

時 間 内    容 備   考    

１３：００～

１３：１５ 
受付・集合 正面玄関 

１３：２０～ 移動 全員で会場（庁舎 2階会議室）へ移動 

１３：３０ 開会挨拶        主催者挨拶 

１３：３５～ 

１４：３５      
施設概要説明・施設見学        美祢社会復帰促進センター主導 

１４：３５ 休憩           

１４：４５～ 

１５：２０ 

事業説明 

① 山口保護観察所 

② 山口県地域生活定着支援センター 

 

 

１５：２０～ 

１６：００ 

グループワーク  

現場職員との意見交換   
美祢社会復帰促進センター主導 

１６：００ 閉会挨拶・アンケート記入・回収    

１６：１０ 移動・解散 正面玄関 

 ※感染症の拡大や矯正施設内の状況により中止とする場合があります。 

 ※内容については、一部変更になる場合があります。 

 

８ 参加費  無 料 

 

９ 参加申込み及び欠席連絡 

（１）下記 URL もしくは QR コードから申込みフォームを開き、必要事項を入力の上、

お申込みください。    締切：令和７年８月２１日（木） 

URL： https://forms.office.com/r/VDt8Kt6V53 

QR コード：申込フォーム 

 

 

（２）参加の可否については、令和７年９月３日（水）までにメールにより通知 

   します。 

（３）申込み多数の場合は、1 事業所より 1名とさせていただくことがあります。 

予め御了承のうえ、申込者の優先順位をつけてお申込みください。 

（４）参加決定後に欠席される場合は、速やかに御連絡をお願いします。 

 



 

 

10 集合場所・時間について（【注意事項】をよくご確認の上、申込みください。） 

（１） 集合場所：美祢社会復帰促進センター 正面玄関 

（２） 受付・集合時間：午後１時～1時１５分 

 

【注意事項】 

※１ 集合時間を過ぎた場合は、本見学会に参加できませんので、必ず、時間厳守で

お願いします。 

 ※２ 駐車場は、矯正施設敷地内の駐車場を当日ご案内いたします。（１２時３０分

より無料で駐車可能）。駐車場入口についてはスタッフが誘導いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 注意点 

（１）見学当日、体調がすぐれない方は、参加を御遠慮ください。 

（２）見学時、写真撮影、携帯電話や使用禁止物（タバコ、ライター等）の持込みは

できませんので御了承ください。（ロビーにロッカーがありますので、そちら

をご利用ください）。 

（３）刑務所内での行動については、刑務所職員の指示に従ってください。 

（４）刑務所内はトイレの場所が限られますので、できるだけ集合前にトイレをお済

ませください。 

 

12 個人情報の取扱い 

  申込みの際に得た個人や所属先の情報は、矯正施設に提供する他、本事業の運営

（参加者への連絡等）に必要な範囲内で使用させていただきます。 

 



 

 

 

13 申込み・問い合わせ先 

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会  

生活支援部 生活支援班 

  地域生活定着促進事業担当：伊藤、岡村、重永 

  〒７５３－００７２ 山口市大手町９番６号 

  ＴＥＬ：０８３－９２４－２８１８ 

  ＦＡＸ：０８３－９２２－１２９５ 

  Ｅ-mail：teichaku＠yg－you－i－net.or.jp 


